
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する国民健康保険税の減免制度 比較表 

 令和３年度 令和２年度 

減免対象 
保 険 税 

令和２年度分(※)及び令和３年度分の国民健康保険税であって、令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に納期限が設定されているもの 

(※) 令和２年度分は、令和２年度末に国保資格を取得した等により、上記期間内に納期限 

が設定されたものに限る。 

令和元年度分及び令和２年度分の国民健康保険税であって、令和２年２月１日から令和３年

３月３１日までの間に納期限が設定されているもの 

減免要件 

【減免要件①】世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 

【減免要件②】世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は 

給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次の要件全て 

に該当する世帯 

⑴ 世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該 

事業収入等の額の 10分の 3 以上であること。 

⑵ 世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が、1,000 万円以下である 

こと。 

⑶ 世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る 

所得以外の前年の所得の合計額が、400 万円以下であること。 

変更なし 

減 免 額 

【減免要件①】全額免除 

【減免要件②】下表１の減免対象保険税額 × 下表２の減免割合 で算定した額 

〔表１〕減免対象保険税額の算出方法  〔表２〕減免割合 

減免対象保険税額 ＝ Ａ × Ｂ ／ Ｃ  前年の 
合計所得金額 

減免の割合 

Ａ：当該世帯の被保険者全員について算定した国民 
  健康保険税額 

Ｂ：世帯の生計を主として維持する者の減少するこ 

とが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 

Ｃ：被保険者の属する世帯の生計を主として維持す 
る者及び当該世帯に属するすべての被保険者に 

つき算定した前年の合計所得金額 

 

300 万円以下 10 分の 10 

400 万円以下 10 分の 8 

550 万円以下 10 分の 6 

750 万円以下 10 分の 4 

1,000 万円以下 10 分の 2 
 

変更なし 

申請期限 
令和４年３月３１日 

ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

令和３年３月３１日 

ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

国からの 
財政支援 

減免を行った国民健康保険税額の一部（下表のとおり） 

区   分 財政支援の割合 

減免総額 
の割合 
（※） 

3%以上 10 分の 8 

1.5%以上 3%未満 10 分の 4 

1.5%未満 10 分の 2 
 

減免を行った国民健康保険税額の全部（10分の 10） 

 

参考 令和２年度制度による減免決定状況（令和３年４月３０日現在） 

    令和元年度分  １７７世帯   ５，４７７，５００円 
    令和２年度分  ２３０世帯  ３７，１８６，９００円 

     合  計          ４２，６６４，４００円 

 

資料２ 

（※）減免総額の割合 

  市町村調整対象需要額（調整交付
金の算定に用いる、市町村ごとの医
療費を基にした係数）に占める減免

総額の割合 


